
議案第  号 

 

川崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

川崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。 

 

令和３年 ５ 月３１日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例 

川崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年川崎市条

例第７４号）の一部を次のように改正する。 

第８条の次に次の２条を加える。 

（就業環境の整備） 

第８条の２ 保護施設等の設置者は、利用者に対し適切な処遇を行う観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害される

ことを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第８条の３ 保護施設等の設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、

利用者に対する処遇を継続的に行うため及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継

るものをいう。）により行うことができる。 

２ 地域活動支援センターの設置者及び職員は、説明、同意その他これらに類

するもの（以下「説明等」という。）のうち、この条例の規定において書面

で行うことが規定されている、又は想定されるものについては、当該説明等

の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利

用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的

方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができ

ない方法をいう。）によることができる。 

附 則 

 この条例は、令和３年７月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域

活動支援センターの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、地域活動支

援センターの設置者及び職員が書面で記録、保存等を行うことが規定されてい

る、又は想定されるものについては、書面に代えて、電磁的記録により行うこ

とができることとすること等のため、この条例を制定するものである。 

議案第９６号



続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 保護施設等の設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 保護施設等の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 第９条に次の１項を加える。 

３ 保護施設等の設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民

の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第１８条第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「、次に掲げ

る措置を講じなければ」に改め、同項に次の各号を加える。 

 ⑴ 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用し

て行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結

果について、職員に周知徹底を図ること。 

 ⑵ 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

 ⑶ 当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

を定期的に実施すること。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日

までの間、改正後の条例（以下「新条例」という。）第８条の３の規定の適



用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努め

なければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう

努めなければ」と、同条第３項中「行う」とあるのは「行うよう努める」と

する。 

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第１８条第２項（新条例

第２６条、第３３条及び第３９条において準用する場合を含む。）の規定の

適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めな

ければ」とする。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基

準の一部改正に伴い、救護施設等の設置者は、感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないようにするための措置を講じなければならないこととすること

等のため、この条例を制定するものである。 

続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 保護施設等の設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 保護施設等の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 第９条に次の１項を加える。 

３ 保護施設等の設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民

の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第１８条第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「、次に掲げ

る措置を講じなければ」に改め、同項に次の各号を加える。 

 ⑴ 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用し

て行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結

果について、職員に周知徹底を図ること。 

 ⑵ 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

 ⑶ 当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

を定期的に実施すること。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日

までの間、改正後の条例（以下「新条例」という。）第８条の３の規定の適




